
「第 19 回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議」 

 

令和 2 年４月 10 日（金）13 時 00 分  

     都庁第一本庁舎 ７階特別会議室（庁議室） 

 

 

【危機管理監】 

それではただいまより第 19回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を実施いた

します。 

本日はこの席に東京都医師会会長でいらっしゃいます尾崎先生にお越しをいただいてお

ります。後程ご発言をいただく予定でございますのでよろしくお願いいたします。 

それでは次第に従って進めてまいります。 

まず本部長の方からご発言をいただきます。よろしくお願いします。 

 

【知事】 

皆さん連日ご苦労さまでございます。 

まず感染者数ですが、昨日は 181 名。1 ヶ月前の 3 月 10 日の時点での累計が、当時は 67

名でございましたが、わずか 1 ヶ月におきまして、約 1,500 名を超えるということで、20

倍以上となっております。 

こうした中、緊急事態宣言が発令されたわけでございますが、都は直ちに特別措置法第 45

条第 1 項に基づきまして、都民の皆様に徹底した外出の自粛要請を行っているところであ

ります。 

その際、同時に施設等の営業休止などの要請を行う予定にいたしておりましたが、国が 4

月 7 日付で対処方針を改正してこられたということなどから、その内容についての調整が

必要となったということでございます。 

そして昨日、協議が整ったことで、東京都における緊急事態措置等を本日発表をするもの

でございます。 

まず第 1 に、遊興施設など、大学、学習塾など、運動、遊戯施設、劇場など、集会、展示

施設、商業施設、これら六つのカテゴリーにつきまして、施行令に基づきます施設を対象と

して、基本的に営業の休止を要請することといたしました。 

また、施行令におきまして対象となっていない床面積が 1000 ㎡以下の施設につきまして

も、同様に営業の自粛をお願いして参ります。 

なお、100 ㎡以下の小規模教室、小規模店舗等につきましても、営業自粛していただきた

いところですが、様々な事情から営業を継続する場合もあると思われます。そうであっても



適切な感染防止対策を徹底することを求めて参ります。 

第 2 に、文教施設でありますが、原則として施設の使用停止、及び催物の開催の停止を求

めていきます。 

また、社会福祉施設等のうち、保育所、学童クラブ等につきましては、必要な保育等を確

保いたした上で、適切な間接感染防止対策の協力を要請、通所介護等の福祉サービス、保健

医療サービスを提供する施設につきましては、適切な感染防止対策の協力を要請いたしま

す。 

第 3 に、医療施設、生活必需物資販売施設等につきましては、社会生活を維持する上で必

要な施設でございますので、原則として営業を継続、適切な感染防止対策の協力を要請いた

します。 

以上申し上げました対策につきましては、明日 11 日からの実施をお願いしたいと存じま

す。 

都におきましては新型コロナウイルス感染症によります経済状況の悪化を抑えるため、

産業の基盤であります、中小企業と個人事業主に対しまして、経営と金融の両面から、切れ

目のない支援を続けて参ります。 

国によります支援に合わせまして、資金繰りの下支えや料金徴収の猶予のほか、都の要請

に応じて休業する事業者の方へ、協力金の支払いなどを行う予定でございます。 

この協力金につきましては、緊急事態措置期間中、都の要請に対しまして、全面的に協力

いただける中小企業には協力金を支給いたします。 

支給額でございますが、一緒で、1 社で１事業者のみの場合は 50 万円、ただし複数の場

合は 100 万円といたします。現在支給の方法含めまして詳細を検討しているところであり

まして、決まり次第発表して参ります。 

こうした対応につきましては、この今月 15 日に発表いたします緊急対策の中に盛り込み

まして、議会の審議をいただいた上で実施をしていきたいと考えております。 

東京都は、他の道府県と比べまして、感染者の発生が突出をいたしております。桁が違い

ます。国と協議した上で、外出の自粛に加えまして、施設の営業休止等を要請することとい

たしたものでございます。 

都民の皆様には大変ご不便をおかけするわけでございますが、こうした措置を、スピード

感をもって実施することで、一時的には厳しくとも、結果的には、早期の感染拡大の収束に

つなげることができると、このように考えております。 

要は、都民の命を守ること。これが大事であります。皆様方のご理解ご協力お願いをいたし

ます。以上です。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

 次に、主な国地域ごとの発生状況、そして国内の発生状況については資料の通りとなって



おります。都の発生状況は昨日 20 時 30 分の時点で、1,519 名という状況です。 

国の動きですが、4 月 7 日ですね。対策本部会議等それから、緊急事態宣言が発出され、

基本的対処方針が改定をされました。都の動きですが 4 月 8 日に、感染症対策本部会議を

実施し、4 月 7 日に東京都緊急事態措置の実施をいたしました。 

次に、新型コロナウイルス感染症への各局の対応のところでございます。各局における対

応につきましては、総務局等で感染症の影響により内定を取り消された新卒者の皆様を対

象とした非常勤職員の採用等を実施いたしました。政策企画局については、後程資料をもっ

てご説明をいただく予定です。 

また、生活文化局のところになりますが、対面による公文書の開示請求等の自粛を要請、

或いはパスポートの申請受け付けを、6 日まで休止をする等の措置をしております。 

次に、緊急事態措置相談センター等につきまして総務局長からお願いいたします。 

 

【総務局長】 

総務局長でございます。 

はじめに一度ご説明がありました、内定取り消しされた新卒者等の非常勤職員の採用で

ございますが、実施と書いてありますが、実施することを決定したということでございます。

詳細の手続きについては今後進めてまいります。 

それでは緊急事態措置相談センターの設置についてですが、これはすでに 4 月 7 日から

開始をいたしております。開設時間は 9 時から 19 時で、明日以降の土日祝日実施する予定

です。電話番号は 03－5388－0567、ゼロコロナということになっております。 

その他の医療関係に関するコールセンターは別でございますのでお間違いないようおね

がいいたします。 

それと合わせまして緊急時対策、情報提供サービスといたしまして、ラインを活用した情

報提供サービスを行います。これはライン上で、質問内容を入力していただけるといただけ

れば、それに合わせた回答が出てくるものでございます。ラインでございますので 24 時間

の活用が可能でございます。 

今後、相談等の内容を順次拡充していく予定でございますが、深夜であるとか、或いは電

話がなかなか繋がりにくい時などにご利用いただければというふうに思います。 

以上です。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

続いて、政策企画局長からお願いいたします。 

 

【政策企画局長】 

政策企画局からは、昨日実施いたしました 9 都県市首脳によるテレビ会議について報告



をいたします。この会議では、国の緊急事態宣言後、初めての週末を迎えるに当たりまして、

各都県市の状況等についての情報共有を図りました。また、都の提案によりまして、住民の

方々に強く行動変容を要請する５つの事項取りまとめまして、9 都県市が一体となって共同

要請メッセージを発信していくことといたしました。 

今後も引き続き、近隣自治体としっかり連携を取りながら、この対策に万全を期していく

所存です。以上でございます。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

続いて、財務局長からお願いいたします。 

 

【財務局長】 

財務局でございます。 

緊急事態措置の実施に伴います契約手続きの変更につきましてご説明をいたします。緊

急事態措置を踏まえまして、4 月 8 日から 5 月 6 日までの入札契約手続きにつきまして、取

り扱いをまとめたところでございます。もうすでに通知はお出ししておりますが改めてご

説明させていただきます。 

まず、すでに入札公告を行うなど、契約手続きを進めている案件につきましては、原則手

続きを続行することといたしますが、入札参加者の方から事業所の継承などの理由により

まして、入札に参加できないなどの申し出があった場合には、手続きの一時中断を含めまし

て、それぞれの状況に応じまして対応をお願いいたします。 

5 月 6 日までに、工事等の報告などを予定している案件につきましては、感染拡大防止の

観点から、新型コロナウイルス感染症対策、或いはライフラインに関するものなどを緊急に

対応が必要な案件を除きまして、原則、公告などを見合わせること等をいたします。 

このほか、口頭でのご説明になりますけれども、各局が新型コロナ対策などに関しまして、

緊急に契約を行う必要がある場合には、契約締結権限を財務局から各局に委譲をいたしま

す。 

また、競争入札によらない、随意契約の積極的な活用、また特例的に事後的な契約手続き

を可能とするといった、取り扱いも可能でございます。スピードを重視いたしまして柔軟な

制度運用ができるようにしてございます。 

詳細につきましては冒頭申し上げましたように、もう通知をしておりますが、何か不明な

点などございましたら、財務局にお問い合わせをいただければというふうに考えておりま

す。 

またすでに契約を締結しまして、現在工事を実施中の案件につきましては、引き続き工事

を進めながら、一方で受注者の方から一時中止などの要望があった場合には、工事の延伸を

行うなどを適切に対応いただければというふうに考えております。 



以上よろしくお願いいたします。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

その他、この場にいらっしゃる局長等でご発言のある方いらっしゃいますか。よろしいで

すか。スカイプで参加をされている局長等の方でご発言ある方がいらっしゃいましたら、ミ

ュートを解除してお願いいたします。よろしいですか。 

それでは本日ご参加をいただいております、尾崎会長から発言をお願いしたいと思いま

す。 

 

【東京都医師会会長】 

東京都医師会の尾崎でございます。 

我々にとってはですね、この休業要請というのが、1 日も早く出るということを心待ちに

しておりました。逆に 1 日でもおくれれば、かなりの感染者増大となってしまう、今は人の

流れをまだまだ完全に止められない状況ですので、大変ありがたく思っています。 

皆様ご存知のように、知事の要請等で、感染症患者を収容する病床を今まで、多くの都内

の病院の協力を終えて、確保して参りました。 

しかしながら、こうした 3 桁の感染者増が続きますと、もうとても病床を幾ら作ってい

ってももう間に合わない、収容できない重要な状況に今入っております。 

まず 8 割を占める軽症者を、なるべく早く宿泊施設に移すということを始めていますが、

今後は、ＰＣＲ検査で陽性が出て、軽症者と思われる方は、直接宿泊施設に移していくとい

うことをやっていかないと、とても対応できないと思っておりますので、それも私ども医師

はそこに出ていって見守るという体制を作りたいと思います。 

それから、病床といいますか今までの対応は、クラスターを追うと、そういうようなとこ

ろで、割とこの経路がはっきりしているケースが多かったですが、ここ 2，3 日の様子を見

ていますと、やはりもう７、８割は経路を追えない方が増えています。 

ですから、かなり市中にも蔓延している状況でございますので、これまでの提供体制を変

えていかなくてはいけないということで、今、いろいろとその準備を、東京都と協力しなが

ら、医師会と東京都が一緒にやりながら作ろうと思っていますが、やはり、2、3 週間かか

ると思います。 

ですから、その間に感染者がどんどん増えていきますと、これはもう幾ら頑張ってもやっ

ていけないという状況、今逼迫した状況です。 

ですから、是非とも 1 日も早く人の流れを止めて、業者の方いろいろもう大変だと思い

ますが、一緒になって、流れを止めてください。 

そして、人との接触を避けて、2 週間後には必ず、感染者が頭打ちになる、減ってくると

いう状態を、東京都でぜひ作っていただきたい。 



私も東京都医師会も全面的に東京都と一緒になって、知事と一緒になって、これに取り組

みたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

懸念されていた居酒屋などの件ですが、これも営業時間とか、それからアルコールを提供

する時間、指示までというようなことになりますと、実質的には、大分、お客さんも減って

参ると思います。 

それから、そこにさらに、今回、中小の事業者、そういうところに協力金という形で、ち

ゃんとそういう補償するお金を出していただいたということが非常にありがたいと思って

おります。それで、いろいろな場所での休業がさらに進むというふうに考えております。 

こういった都民の皆さん、皆さんの協力の中で、私ども一生懸命これから、2、3 週間か

けて、しっかりした体制を作っていきたいと思いますので、協力をよろしくお願いいたしま

す。 

福祉保健局の方々も本当に頑張って、一部倒れてるような人もいるという話も聞いてま

すが、我々ももうかなり同僚がコロナで倒れる、或いは入院してということが多数出てきて

おりますので、ここは皆さん一緒になって、この国難とも言うべき状態を本当に乗り切って

いきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

それでは本部長の方からご発言お願いします。 

 

【知事】 

はい、尾崎会長ありがとうございます。 

国によります緊急事態宣言が発令されましてから初めての週末を迎えるわけでございま

す。外出の自粛に加えまして、営業休止の要請、お願い等を行うということを発表させてい

ただきました。一人一人の行動が家族を守る、大切な人を守る、そして社会を守ることに繋

がる。都民の皆さんには、このことについてご理解、ご協力をいただいて、一丸となって国

難ともいえる状況を乗り越えていきたいと存じます。 

都庁の各局においては、緊急事態宣言のもとで、いわば有事ともいえる状況の中で、業務

遂行を行っておられます。新型コロナウイルスの感染症対策、さらにこれは全力を尽くして

いかなければならない。そして局の垣根を越えて、全庁一丸となって取り組んでいただきた

い、このことを改めて申し上げたいと思います。 

みんなで都民の命を守りましょう、そして東京都を守っていきましょう。これまでのよう

な普通の生活を取り戻すようにしっかりと取り組んで参りましょう。よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

 

【危機管理監】 



ありがとうございました。 

以上をもちまして第 19 回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を終了いたしま

す。 

 


